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(57)【要約】
【課題】スクリーン装置のスクリーン枠の縦方向の大き
さが多少ずれても、可動框の下部がそれをガイドする下
部ガイド上から外れることがないスクリーン装置を提供
する。
【解決手段】上部横枠２に吊られて移動する可動框２０
の横移動に伴って、多数のガイド駒５１を屈曲自在に連
結したスクリーンガイド５０が出入りする可動框の導出
入部４０が、可動框の下端部にある本体部材４１と、そ
れに対して上下動可能に保持されてスクリーンガイドを
可動框内に導入する転向ガイド４２とを備える。該転向
ガイドは、可動框に導入されるスクリーンガイドを転向
させる傾斜曲面４２ｂを有し、また、スクリーン枠の下
部のレール状の下部ガイド７に接する下面の幅方向両側
に、下部ガイドの両側縁に係合して下部ガイド上から外
れないようにするガイド壁４２ｆを有し、本体部材との
間に設けられたバネ４４により下部ガイドに押し付けら
れて、それから外れるのを抑制される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン枠の一方の側枠にスクリーンの一端を固定すると共に、スクリーンの他端を
上記スクリーン枠の上部横枠に横移動をガイドされる可動框に固定し、上記スクリーンの
下端をガイドするガイド駒の多数をそれぞれ屈曲自在に連結してなる可撓のスクリーンガ
イドの一端を、上記可動框の横移動に伴って該可動框内にその下端の導出入部から出入り
可能とし、該スクリーンガイドの他端を上記側枠の下端に固定したスクリーン装置におい
て、
　上記スクリーン枠の下部に、上記可動框の下端及びスクリーンガイドの下面をガイドす
るレール状の下部ガイドを設け、
　上記可動框の上端に設けた吊車を上部横枠のガイド面上において転動させるようにして
該可動框を吊下し、
　該可動框の下端に設けた上記スクリーンガイドの導出入部において、可動框の下端部に
固定した本体部材に、上記スクリーンガイドにおける隣接ガイド駒が屈曲するのをガイド
する傾斜曲面をもった上下動可能な転向ガイドを、バネの付勢力により上記下部ガイドに
押付けるようにして保持させ、しかも、該転向ガイドにおける下部ガイドに接する下面の
幅方向両側に、該下部ガイドの両側縁に係合して上記転向ガイドが下部ガイド上から外れ
ないようにするガイド壁を設けている、
ことを特徴するスクリーン装置。
【請求項２】
　上記スクリーンを左右一対のスクリーンにより形成し、上記スクリーン枠の上部横枠に
ガイドされたスクリーンの巻取りのためのスプリングを内蔵した巻軸を、上記一対のスク
リーンの中間に位置させて、それらのスクリーンの各一端を取り付け、一方のスクリーン
の他端は可動框に、他方のスクリーンの他端は上記スクリーン枠の側枠に固定し、
　上記可撓のスクリーンガイドにおける各ガイド駒の底板下面の幅方向両側に、該下部ガ
イドの両側縁に係合して上記ガイド駒が下部ガイド上から外れないようにするためのガイ
ド壁を設け、このスクリーンガイドに上記一対のスクリーン及び巻軸の下端をガイドさせ
た、
ことを特徴とする請求項１に記載のスクリーン装置。
【請求項３】
　上記スクリーンガイドの導出入部における本体部材が、可動框の下端部に固定する固定
部と、上記スクリーンガイドを導出入する導出入口と、該スクリーンガイドを可動框内の
上部に出し入れする導通口と、上記転向ガイドを上下動自在に収容すると共に、上記スク
リーンガイドのガイド駒を通過させるための空孔を形成する中間孔と、該本体部材に上記
転向ガイドを上下動可能に支持するための支持構造とを有し、
　上記導出入部における本体部材の支持構造により、上記転向ガイドを上記中間孔内にお
いて昇降自在に支持させ、該転向ガイドを、本体部材におけるスクリーンガイドの導出入
口と、該スクリーンガイドを可動框内の上部に出し入れする導通口との間に、上記傾斜曲
面が位置するように配している、
ことを特徴する請求項１または２に記載のスクリーン装置。
【請求項４】
　上記各ガイド駒の底板の中心線方向の一端側が中央部において山形に突出し、逆に、該
底板の他端側が中央部において上記山形とは逆の溝形に凹んでいて、隣接するガイド駒の
底板を平らな面上において相互に接触させたときに、両ガイド駒の底板の端面がぴたりと
一致するように形成している、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のスクリーン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーン枠の一端に固定したスクリーンの他端を、横枠に沿って移動可能
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な可動框により横引きで開閉可能とし、上記スクリーンの下端を多数のガイド駒の連結に
より形成したスクリーンガイドによってガイドするようにしたスクリーン装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　スクリーン枠の一方の側枠にスクリーンの一端を固定すると共に、該スクリーンの他端
を、上記スクリーン枠の横枠に横移動をガイドされる可動框に固定し、上記スクリーンの
下端をガイドするガイド駒の多数を、それぞれ屈曲自在に連結してなる可撓のスクリーン
ガイドの一端を、上記可動框の横移動に伴って上記側枠及び可動框の一方における下端か
ら出入り可能とし、該スクリーンガイドの他端を、上記側枠及び可動框の他方における下
端に固定したスクリーン装置は、例えば、特許文献１において既に知られている。
【０００３】
　上記特許文献１に開示されているようなスクリーン装置において、可動框の横移動を円
滑にするために、該可動框の上端に設けた吊車を上部横枠に設けたレール上において転動
させるようにして該可動框を吊下すると、このスクリーン装置を設置する建物開口部等に
おいてスクリーン枠の上下横枠が平行でない場合、或いは平行でなくなった場合に、上記
可動框を円滑に操作できなくなる。即ち、例えば、上下いずれかの横枠のガイド面に部分
的な上下変動があったり、建物自体の経年的変化により上下いずれかの横枠のガイド面の
一部等に上下の傾きが生じた場合に、該可動框が上部横枠のガイド面を基準として横移動
することから、該可動框の下端が横移動する部位に設けられている下部ガイドから浮上し
て、可動框が該下部ガイドから外れ、下部ガイドに沿って可動框を円滑に移動させること
ができなくなる。また、それに伴って、下部ガイドにガイドさせているスクリーンガイド
も、下部ガイドから外れる可能性があり、この場合にはスクリーン装置に部分的な破損が
生じることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４９５６２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の技術的課題は、可動框の上端に設けた吊車を上部横枠に設けたレール上におい
て転動させ、上記スクリーンの下端を多数のガイド駒の連結により形成したスクリーンガ
イドによってガイドするようにしたスクリーン装置において、可動框の下端にある下部ガ
イドが平坦でなくても、上記可動框の下端やスクリーンガイドが下部ガイド上から外れた
りすることがなく、該下部ガイドに沿って安定的に摺動できるようにしたスクリーン装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明によれば、スクリーン枠の一方の側枠にスクリーン
の一端を固定すると共に、スクリーンの他端を上記スクリーン枠の上部横枠に横移動をガ
イドされる可動框に固定し、上記スクリーンの下端をガイドするガイド駒の多数をそれぞ
れ屈曲自在に連結してなる可撓のスクリーンガイドの一端を、上記可動框の横移動に伴っ
て該可動框内にその下端の導出入部から出入り可能とし、該スクリーンガイドの他端を上
記側枠の下端に固定したスクリーン装置において、上記スクリーン枠の下部に、上記可動
框の下端及びスクリーンガイドの下面をガイドするレール状の下部ガイドを設け、上記可
動框の上端に設けた吊車を上部横枠のガイド面上において転動させるようにして該可動框
を吊下し、該可動框の下端に設けた上記スクリーンガイドの導出入部において、可動框の
下端部に固定した本体部材に、上記スクリーンガイドにおける隣接ガイド駒が屈曲するの
をガイドする傾斜曲面をもった上下動可能な転向ガイドを、バネの付勢力により上記下部
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ガイドに押付けるようにして保持させ、しかも、該転向ガイドにおける下部ガイドに接す
る下面の幅方向両側に、該下部ガイドの両側縁に係合して上記転向ガイドが下部ガイド上
から外れないようにするガイド壁を設けていることを特徴するスクリーン装置が提供され
る。
【０００７】
　本発明のスクリーン装置の好ましい実施形態においては、上記スクリーンを左右一対の
スクリーンにより形成し、上記スクリーン枠の上部横枠にガイドされたスクリーンの巻取
りのためのスプリングを内蔵した巻軸を、上記一対のスクリーンの中間に位置させて、そ
れらのスクリーンの各一端を取り付け、一方のスクリーンの他端は可動框に、他方のスク
リーンの他端は上記スクリーン枠の側枠に固定し、上記可撓のスクリーンガイドにおける
各ガイド駒の底板下面の幅方向両側に、該下部ガイドの両側縁に係合して上記ガイド駒が
下部ガイド上から外れないようにするためのガイド壁を設け、このスクリーンガイドに上
記一対のスクリーン及び巻軸の下端をガイドさせたものとして構成することができる。
【０００８】
　また、本発明のスクリーン装置の他の好ましい実施形態においては、上記スクリーンガ
イドの導出入部における本体部材が、可動框の下端部に固定する固定部と、上記スクリー
ンガイドを導出入する導出入口と、該スクリーンガイドを可動框内の上部に出し入れする
導通口と、上記転向ガイドを上下動自在に収容すると共に、上記スクリーンガイドのガイ
ド駒を通過させるための空孔を形成する中間孔と、該本体部材に上記転向ガイドを上下動
可能に支持するための支持構造とを有し、上記導出入部における本体部材の支持構造によ
り、上記転向ガイドを上記中間孔内において昇降自在に支持させ、該転向ガイドを、本体
部材におけるスクリーンガイドの導出入口と、該スクリーンガイドを可動框内の上部に出
し入れする導通口との間に、上記傾斜曲面が位置するように配しているものとして構成さ
れる。
【０００９】
　更に、本発明のスクリーン装置の好ましい実施形態においては、上記各ガイド駒の底板
の中心線方向の一端側が中央部において山形に突出し、逆に、該底板の他端側が中央部に
おいて上記山形とは逆の溝形に凹んでいて、隣接するガイド駒の底板を平らな面上におい
て相互に接触させたときに、両ガイド駒の底板の端面がぴたりと一致するように形成され
る。
【発明の効果】
【００１０】
　上述した本発明に係るスクリーン装置によれば、可動框の上端に設けた吊車を上部横枠
に設けたレール上において転動させ、上記スクリーンの下端を多数のガイド駒の連結によ
り形成したスクリーンガイドによってガイドするようにしたスクリーン装置において、可
動框の下端にある下部ガイドが平坦でなくても、上記可動框の下端やスクリーンガイドが
下部ガイド上から外れたりすることがなく、該下部ガイドに沿って安定的に摺動できるよ
うにしたスクリーン装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るスクリーン装置の実施例を示す部分破断正面図である。
【図２】図１におけるＸ－Ｘ位置での側断面図である。
【図３】上記スクリーン装置の平断面図である。
【図４】上記スクリーン装置における可動框の下端部の断面図であり、（ａ）は転向ガイ
ド４２が最上位にある場合、（ｂ）は同最下位にある場合を示している。
【図５】上記スクリーン装置における可動框の下部の導出入部の分解図であって、（ａ）
は分解側断面図、（ｂ）は分解正面図である。
【図６】上記スクリーン装置のスクリーンガイドの構成を示し、（ａ）は該スクリーンガ
イドの平面図、（ｂ）は該スクリーンガイドの側断面図である。
【図７】上記スクリーン装置におけるスクリーンガイドのガイド駒の形態を示し、（ａ）
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は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は底面図、（ｄ）は右側面図である。
【図８】上記ガイド駒の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明に係るスクリーン装置を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下
に説明する実施形態は、本発明に係るスクリーン装置を主として防虫網戸に適用する場合
について説明するが、防虫を目的とするものに限定されず、防塵、遮光、断熱又は目隠し
等を目的としたスクリーン装置にも適用することができる。
【００１３】
　図１～図３に示すように、本発明に係るスクリーン装置は、建物開口部等に設置するス
クリーン枠１の上部横枠２にガイドされて横移動可能で、防虫用のネットからなるスクリ
ーンの一端が固定されている可動框２０及びスクリーンの巻取機能を有する巻軸３０とを
有している。該巻軸３０は、一対のスクリーン１０Ａ，１０Ｂの中間に位置して巻取りス
プリング３１を内蔵し、両スクリーン１０Ａ，１０Ｂを二重に巻き取るもので、上記可動
框２０には該巻軸３０のスプリング３１によってスクリーンの開方向の付勢力が作用して
いる。なお、上記一対のスクリーン１０Ａ，１０Ｂ及び巻軸３０に代えて、側枠３内に設
けた巻軸に単一のスクリーンを巻き取り、該スクリーンの多端に上記可動框２０を取り付
けたものとして構成することもできる。
【００１４】
　上記スクリーン装置において、上記スクリーン１０Ａは、一端が上記可動框２０に固定
され、また、上記スクリーン１０Ｂは、一端がスクリーン枠１の側枠３に固定され、両ス
クリーンの他端はいずれも上記巻軸３０に巻き取られるものである。上記スクリーン１０
Ａ，１０Ｂの下端及び上記巻軸３０の下端は、いずれも、複数のガイド駒５１を連結して
形成したスクリーンガイド５０の上に横移動自在に収容されている。
【００１５】
　上記スクリーン枠の上部横枠２は、図２に示すように、その長手方向に沿う前後両側に
下方に伸びる一対の垂下壁２ａを有し、該垂下壁２ａ内のレール２ｂ上に、上記可動框２
０及び巻軸３０の上端部に設けた吊車２０ａ及び吊車３０ａを転動するようにして、それ
らが横移動自在に吊られている。更に、上記スクリーン枠１は、上記スクリーン１０Ｂの
一端が固定された側枠３に対向させて、スクリーンを展張したときに上記可動框２０が衝
合する受け枠４が配設され、可動框２０との間にそれらの衝合時に相互に係合するラッチ
機構を備えている。
　一方、上記スクリーン枠の下部に設けたレール状の下部ガイド７は、その上を上記スク
リーンガイド５０の各ガイド駒５１及び可動框２０の下端を摺動させるもので、それらの
摺動の態様については詳細に後述する。
【００１６】
　次に、上記スクリーンガイド５０の構成について、図６～図８を参照して詳細に説明す
る。上記スクリーンガイド５０は、図７及び図８に示すガイド駒５１の多数を連接したも
ので、それぞれのガイド駒５１は同じ形状を有し、上記スクリーン１０Ａ，１０Ｂ、及び
巻軸３０の下端を保持するように、底板５１ａと、該底板５１ａの両端にある立壁５１ｄ
とにより、中心線に関して対称な溝形状を有し、上記底板５１ａ及び立壁５１ｄの内表面
は上記スクリーン１０Ａ，１０Ｂ及び巻軸３０の下端が円滑に摺動できるように平滑な面
に形成されている。
【００１７】
　上記ガイド駒５１の底板５１ａは、その中心線方向に凸形の一端側６１ａ（以下、これ
を前面側と呼ぶ。）が中央部において山形に突出し、逆に、底板５１ａの他端側６１ｂ（
以下、これを後面側と呼ぶ。）は、中央部において上記山形とは逆の溝形に凹んでいる。
そして、隣接するガイド駒５１の底板５１ａを平らな面上において上記一端側６１ａと他
端側６１ｂとを相互に突き当てると、両ガイド駒５１の底板５１ａの端面がぴたりと一致
するように形成し、このような状態でガイド駒５１を連結すると、図６（ａ）のスクリー
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ンガイド５０が紙面内において湾曲しない状態に形成され、そのため、巻軸３０の下端を
このスクリーンガイド５０において保持させた場合には、スクリーンに対して風等の作用
があってもそれに対向できる強度をスクリーンガイド５０により保たせることができる。
また、上記底板５１ａの裏面の中央部には、内部に可撓性のワイヤー５４を通すための通
孔５１ｃが設けられた凸部５１ｂが形成されている。
【００１８】
　上記ガイド駒５１の立壁５１ｄは、底板５１ａより上の部分において外側片と内側片と
が接合された形態を有し、該立壁５１ｄの前面側には内側片が突出する凸部５１ｅが、後
面側には内側片が後退した凹部５１ｆがあり、隣接する両ガイド駒５１の底板５１ａの端
面をぴたりと一致させたとき、上記前面側の内側片の凸部５１ｅが隣接するガイド駒５１
の後面側の内側片の凹部５１ｆに嵌り込み、その状態では、隣接するガイド駒５１がそれ
ぞれ上に凹になる方向には屈曲自在で、この場合には突出する内側片及び底板５１ａのず
れ動きによる部分的な当接で屈曲範囲が制限されるが、逆方向には、上記突出及び後退し
た内側片の周縁並びに底板５１ａの端面の接触によって相互に屈曲しないように形成され
ている。
【００１９】
　上記ガイド駒５１の立壁５１ｄの下部には、上記底板５１ａよりも下方に伸びて、この
ガイド駒５１を連接したスクリーンガイド５０がレール状の下部ガイド７に沿ってその上
を移動するとき、該下部ガイド７の両側縁に係合して該下部ガイドから脱線するのを抑止
するガイド壁５１ｇを凸設している。従って、特別の外乱がない限り、上記ガイド壁５１
ｇによりガイド駒５１がレール状の下部ガイド７から外れることがなく、上記スクリーン
ガイド５０はレール状の下部ガイド７に沿って安定的に走行することになる。また、上記
各ガイド駒５１の底板５１ａの下面には、その前面側から後面側に向けて小さい突条５１
ｈを設けている。この突条５１ｈは、上記ガイド駒５１を下部ガイド７の平坦な上面に沿
って摺動させるとき、格別の抵抗を受けることなく円滑に摺動させるために有効なもので
ある。
　なお、上記ガイド駒５１の底板５１ａの中央に形成された凸部５１ｂは、上記下部ガイ
ド７の中央にある窪み内に収まるようにするなど、それが障害になるのを避ける必要があ
る。
【００２０】
　図１及び図６に示すように、上記スクリーンガイド５０の一端側において、連接したガ
イド駒５１の端部に連結しているバネ保持部材５２は、上記可動框２０の下端の導出入部
４０から該可動框２０内に導出入するスクリーンガイド５０の一端側に連結したもので、
該バネ保持部材５２は、上記スクリーンガイド５０を構成する多数のガイド駒５１におけ
る通孔５１ｃに挿通したワイヤー５４に緊張力を与えるためのバネ５３を保持できるよう
に構成している。即ち、該バネ保持部材５２は、その先端部にバネ５３の一端を固定する
ネジ５２ａが螺挿され、反対側の基端には上記バネ５３で引張するワイヤー５４を通すた
めの通孔５２ｂが設けられ、該バネ保持部材５２自体は上記バネ５３を保持させるに必要
な長さに形成されている。上記スクリーンガイド５０は、上記可動框２０が横移動するの
に伴って、該可動框２０の下端の導出入部４０から該可動框２０内に出入りするものであ
る。
【００２１】
　上記スクリーンガイド５０は、各ガイド駒５１における前記通孔５１ｃに一連のワイヤ
ー５４を挿通したうえで、側枠３の下端の端蓋６０に該ワイヤー５４の一端を固定し（図
６参照）、該ワイヤー５４の他端を、上記バネ保持部材５２に隣接したガイド駒５１の通
孔５１ｃに挿通したうえで、更に上記バネ保持部材５２の通孔５２ｂに挿通し、その先端
に取り付けた掛け具５６に、一端を上記ネジ５２ａでバネ保持部材５２に取り付けたバネ
５３の他端を連結している。そのため、上記バネ保持部材５２、多数のガイド駒５１の各
連結端相互間、及び上記端蓋６０との間が、上記バネ５３の付勢力で互いに圧接された状
態に保持され、ガイド駒５１が相互に直線状をなす状態で強固に結合される。
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【００２２】
　なお、上記バネ保持部材５２のスクリーンガイド５０が連結される基端側は、該バネ保
持部材５２に隣接するガイド駒５１の底板５１ａの前面側と隙間無く接し、また、上記バ
ネ保持部材５２の基端側には、バネ保持部材５２に隣接するガイド駒５１の底板５１ａの
表面と連結する連結片５２ｃが設けられている。
【００２３】
　一方、上記スクリーンガイド５０の他端の固定は、図６に示すように、上記側枠３の下
端の端蓋６０の底板６０ａにおけるスクリーンガイド５０との連結端６０ｂを、該スクリ
ーンガイド５０の端部ガイド駒５１における底板５１ａ及び立壁５１ｄの連結端と密接す
るような形態に形成し、また、上記端蓋６０の底板６０ａの下面には、ガイド駒５１にお
ける底板下面の通孔５１ｃを有する凸部５１ｂと同様な形態の通孔６０ｄ及び凸部６０ｃ
を設けている。上記底板６０ａの通孔６０ｄは、ガイド駒５１の通孔５１ｃに連通したう
えで、該ガイド駒５１の通孔５１ｃに挿通したワイヤー５４の端部を挿入して、その先端
に固定リング６０ｅを圧嵌することにより、ワイヤー５４の端部を固定するものである。
従って、上記バネ保持部材５２に一端を固定した上記バネ５３の付勢力により、ワイヤー
５４を介して連接された多数のガイド駒５１が、上記バネ保持部材５２と上記端蓋６０と
の間で相互に押圧されることになる。
【００２４】
　このように、隣接するガイド駒５１同士がバネ５３により互いに押圧されると、ガイド
駒５１間に余分な隙間ができないだけでなく、多数のガイド駒５１が整然と整列すること
になり、そのため、上記可動框２０に出入りするガイド駒５１が該可動框２０の一部に引
っ掛かったりすることがなく、上記可動框２０が円滑に上記下部ガイド７上を横移動する
ことが可能となる。また、上記バネ保持部材５２、ガイド駒５１、端蓋６０が直線状に連
接され、多数のガイド駒５１が上記下部ガイド７上に直線状に配設し、しかも、その直線
配列に保持する保持力を高くすることができる。
【００２５】
　上記スクリーンガイド５０は、可動框２０の下端部にある導出入部４０を通して該可動
框に出入り可能なものであるが、該導出入部４０は、図４及び図５から分かるように、可
動框２０の下端部に固定した本体部材４１と、上記スクリーンガイド５０が可動框２０に
出入りする際に隣接ガイド駒５１が屈曲するのをガイドする傾斜曲面４２ｂをもった転向
ガイド４２とを備えている。上記本体部材４１は、可動框２０内にボルト４５によって固
定されたものであり、該本体部材４１には、上記転向ガイド４２の抜止め４３ａを下端に
有する支持棒４３を、本体部材４１内において下方に突出するように固定して、上記転向
ガイド４２の支持部４２ａを該支持棒４３に沿って昇降するようにガイドさせ、該支持棒
４３に外嵌させて本体部材４１と転向ガイド４２との間に配設したバネ４４の付勢力によ
り、該転向ガイド４２が下方に押圧させている。
【００２６】
　図４（ａ）は、上記転向ガイド４２の支持棒挿入部４２ｃの上端が本体部材４１に当接
した最上位置にある状態を示し、図４（ｂ）は、上記転向ガイド４２がバネ４４の付勢力
により最下位置である支持棒４３の抜止め４３ａに当接した状態を示し、両図の範囲内で
下部ガイド７の高さの変動に対して転向ガイド４２の位置を追随させることができる。
【００２７】
　上記導出入部４０の構成について具体的に説明すると、該導出入部４０の本体部材４１
は、該本体部材４１を上記可動框２０の下端部にボルト４５によって固定するための固定
部４１ａと、上記スクリーンガイド５０を導出入する導出入口４１ｂと、該スクリーンガ
イド５０を可動框２０内の上部に出し入れする導通口４１ｃと、上記転向ガイド４２を上
下動自在に収容すると共に、上記スクリーンガイド５０のガイド駒５１を通過させるため
の空孔を形成する中間孔４１ｄと、該本体部材４１に上記転向ガイド４２を上下動可能に
支持するための上記支持棒４３を固定する支持棒固定部４１ｅとを有している。
【００２８】
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　上記導出入部４０の本体部材４１に対してバネ４４の付勢力により下方に押圧された転
向ガイド４２は、その下面が常に上記下部ガイド７に接する位置にあり、本体部材４１に
おけるスクリーンガイド５０の導出入口４１ｂと、該スクリーンガイド５０を可動框２０
内の上部に出し入れする導通口４１ｃとの間に配設される傾斜曲面４２ｂを有している。
この傾斜曲面４２ｂは、スクリーンガイド５０が屈曲して転向するのに適した円弧状面に
より構成され、該傾斜曲面４２ｂの導出入口４１ｂ側の下端は、下部ガイド７に接するよ
うな曲面に形成され、また、該傾斜曲面４２ｂの上端側は、上記本体部材４１の導通口４
１ｃに接するように形成されている。更に、上記転向ガイド４２の下部ガイド７に接する
下面の幅方向両側には、該下部ガイド７の両側縁に係合して常に上記転向ガイド４２が下
部ガイド７上から脱出しないようにするためのガイド壁４２ｆを設けている。
【００２９】
　上記可動框２０は、上端が吊車２０ａにより上部横枠２に吊下されているため、下部ガ
イド７が平坦面上に設けられていないとき、つまり、上部横枠２のレール２ｂの表面と下
部ガイド７の表面との間の長さに部分的な変動がある場合には、下部ガイド７の凹凸に応
じて可動框２０が該下部ガイド７に対して昇降し、可動框２０の下端のガイドが不安定に
なるが、上述したように、可動框２０の下端の導出入部４０における本体部材４１に、バ
ネ４４の付勢力により下方に押圧された転向ガイド４２を設けているので、該転向ガイド
４２により下部ガイド７上を移動するスクリーンガイド５０を円滑に可動框２０内に導出
入できるばかりでなく、上記ガイド壁５１ｇの存在により可動框２０の下端を常に安定的
に下部ガイド７によりガイドさせることができる。
【００３０】
　以上、本発明に係るスクリーン装置について説明してきたが、本発明に係るスクリーン
装置は上記の実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲の趣旨を逸脱しない範囲で
様々な設計変更が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００３１】
　　　　２　　　　　　　　上部横枠
　　　　３　　　　　　　　側枠
　　　　４　　　　　　　　受け枠
　　　　７　　　　　　　　下部ガイド
　　　１０Ａ，１０Ｂ　　　スクリーン
　　　２０　　　　　　　　可動框
　　　３０　　　　　　　　巻軸
　　　４０　　　　　　　　導出入部
　　　４１　　　　　　　　本体部材
　　　４２　　　　　　　　転向ガイド
　　　４２ｂ　　　　　　　傾斜曲面
　　　４３　　　　　　　　支持棒
　　　４４　　　　　　　　バネ
　　　５０　　　　　　　　スクリーンガイド
　　　５１　　　　　　　　ガイド駒
　　　５４　　　　　　　　ワイヤー
　　　６０　　　　　　　　端蓋
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